
契 約 書（案） 

 

 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構（以下「法人」という。）神奈川県立〇〇〇 

（以下「発注者」という。）と供給者△△△（以下「受注者」という。）との間に、

次のとおり電力の需給契約を締結する。  

 

（契約の目的）  

第１条 受注者は、別紙仕様書に基づき神奈川県立〇〇〇で使用する電力を需要に応

じて発注者に供給し、発注者は受注者にその対価を支払うものとする。  

 

（契約の内容）  

第２条 この契約の内容は、次のとおりとする。  

(１)  品 名     神奈川県立〇〇〇で使用する電力  

（２） 規 格      仕様書に定めるとおり  

（３） 契約単価等 （※本号は落札者の設定メニューによる額とする。以下参考） 

     契約単価は、次の金額とする。（消費税及び地方消費税を含む） 

基本料金単価  

契約電力（使用電力１ヶ月１キロワットあたり）  

              常時電力               円 

電力量料金単価  

夏季（７月１日から９月30日までの期間）  

１キロワット時あたり                  円 

その他季（４月１日から翌年の３月31日までのうち夏季を

除く期間） 

１キロワット時あたり                  円 

（４） 納入場所    神奈川県立〇〇〇 

（５） 契約期間    令和６年４月１日から令和７年３月31日まで  

（６） 契約保証金    免除  

（７） 代金支払場所  三井住友銀行横浜支店  

 

（自家発補給電力の取扱）  

第３条  発注者が自家発補給電力を使用する場合は、使用開始時刻と使用休止時刻

をあらかじめ受注者に通知する。ただし、事故、その他やむを得ない場合には、

使用開始後、すみやかに受注者に通知するものとする。  

２ 常時供給電力と自家発補給電力を同時計量する場合の１月の最大需要電力は、



次のうちのいずれか大きい値とする。  

ただし、発注者が自家発補給電力によって電気を使用する場合、自家発補給電

力の最大需要電力は原則として契約電力とする。  

（１） 常時供給電力の最大需要電力から、自家発補給電力の契約電力を差し引いた

値。 

（２） 自家発補給電力の未使用時間における、常時供給電力の最大需要電力。  

３ 発注者が使用した自家発補給の電力量は、常時供給電力として取扱い、電力量

料金については、常時供給電力の取扱いに準じるものとする。  

 

（権利義務の譲渡等）  

第４条 受注者は、本契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又

は承継させてはならない。ただし、事前に発注者の承認があった場合はこの限り

でない。  

 

（供給の保証） 

第５条 受注者が当該地域の旧一般電気事業者との接続供給契約により電気の供給

を行う場合は、託送供給約款等で定める料金は受注者が負担するものとする。  

 

（使用電力量の増減）  

第６条 使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることがで

きるものとする。  

 

（単位及び端数処理）  

第７条 本契約及び別に定める覚書において料金その他を計算する場合の単位及び

その端数処理は、次のとおりとする。  

（１） 契約電力及び最大需要電力の単位は、１キロワットとし、その端数は、小数

点以下第１位を四捨五入する。  

（２） 使用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は、小数点以下第１位

を四捨五入する。  

（３） 力率の単位は、１パ－セントとし、その端数は、小数点以下第１位を四捨五

入する。  

（４） 料金その他の計算における合計金額の単位は、１円とし、その端数は、切り

捨てる。ただし、消費税及び地方消費税額を加算して申し受ける場合には、消

費税が課される金額及び消費税及び地方消費税額の単位は、それぞれ１円と

し、その端数は、それぞれ切り捨てる。  

 



 

（計量及び検査）  

第８条 計量日は、発注者受注者協議の上、各月毎に定めるものとし、受注者は計

量日時に記録された電力量計等により、使用電力量等を算定し、発注者の指定す

る職員の検査を受けなければならない。  

 

（料金の算定期間）  

第９条 電気料金の算定期間は、毎月１日の０時から毎月末の24時とする。ただ

し、次に該当する場合は、時間割を基準に発注者と受注者とが協議の上、定める

ものとする。 

（１） 電気の供給を休止し、若しくは、停止し、又は本契約が消滅した場合 

（２） 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更あった場合 

 

（電気料金の算定）（※本条は落札者の設定メニューによるものとする。以下参考） 

第10条 電気料金は、基本料金、電力量料金、当該地域の旧一般電気事業者が需要

家に適用する燃料費調整額、再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置

法に基づく賦課金の合計とする。  

２ 前項の基本料金は、基本料金単価に契約電力を乗じ算出するものとするが、当

該月の力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る１パーセントにつき基

本料金を１パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、その下回る１パ

ーセントにつき基本料金を１パーセント割増するものとする。 

３ 第１項の電力量料金は、電力量料金単価に第８条で計量した使用電力量を乗じ

るものとする。  

 

（料金の請求及び支払い等） 

第11条 受注者は、第８条に定めた検査終了後、前条によって算出した電気料金を

１月毎に発注者請求するものとする。 

２ 発注者は、受注者から適法な支払い請求書を受理した日から起算して30日以内

に支払うものとする。 

 

（契約の解除）  

第12条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一

部を解除することができる。  

（１） 受注者が天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込み

がないと発注者が認めたとき。  

（２） 本契約の履行に関し、受注者又はその使用人等に不正の行為があったとき。  



（３） 前各号に定めるもののほか、受注者が本契約条項に違反したとき。 

 

（違約金）  

第13条 受注者は、電力の供給が滞った場合、滞った日数１日につき当該契約に係

る予定電気料金にその日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率

（昭和２４年大蔵省告示第991号）で計算した額（以下「遅延利息」という。）

の違約金を発注者に支払わなければならない。ただし、天災その他不可抗力によ

るものと認められたときは、この限りでない。 

２ 発注者の責に帰すべき事由により第12条の支払期限までに代金を支払わない場

合は、発注者は受注者に対して前項の規定を準用して計算した遅延利息を支払わ

なければならない。 

３ 受注者の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合は、受注者は、当該

日から契約期間満了の日までの間の予定使用電力量に第２条に定める電力量料金

単価を乗じて得た金額に基本料金額を加算した額の100分の15に相当する額を違

約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。  

 

（談合その他不正行為による解除）  

第14条 この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、契約

を解除することができる。  

（１） 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第

54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反したことにより、公

正取引委員会が受注者に対して行う同法第７条第１項又は第２項の規定による

命令（これらの命令がされなかった場合にあっては、同法第７条の２第１項の

規定による命令）が確定したとき。  

（２） 受注者を構成事業者とする事業者団体が独占禁止法第８条第１項第１号の規

定に違反したことにより、公正取引委員会が当該事業者団体に対して行う同法

第８条の２第１項の規定による命令若しくは同条第２項において準用する同法

第７条第２項の規定による命令（これらの命令がされなかった場合にあって

は、同法第８条の３において準用する同法第７条の２第１項の規定による命令

（受注者に対してされたものに限る。））が確定したとき。  

（３） 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）に

関して刑法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁

止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号の規定による刑が確定したと

き。  

２ 発注者は、前項の規定により、この契約を解除したときは、受注者に損害が生

じてもその責を負わないものとする。  



 

（賠償の予約）  

第15条 受注者は、前条第１項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を

解除するか否かを問わずに、賠償金として、入札金額に100分の110を乗じた額

（消費税及び地方消費税込みの金額）の100分の15に相当する額を発注者の指定

する期間内に支払わなければならない。この契約終了後においても同様とする。

ただし、発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。  

２ 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超

える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるも

のではない。  

 

（賠償金等の徴収）  

第16条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、又は違約金（以下「賠償金

等」という。） 

を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、賠償金等の額に、賠

償金等の額につき発注者の指定する期間を経過した日から賠償金等が納付された

日までの日数に応じ、遅延利息を加えた額を徴収する。 

２ 電気料金が未払いの場合にあっては、賠償金等及び電気料金支払日までに遅延

利息がある場合はその遅延利息を、発注者が支払うべき電気料金から控除して徴

収する。なお、控除して徴収した額に不足があるときは、その不足額を、発注者

は別途徴収する。  

 

（暴力団等排除に係る解除）  

第17条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当

するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受

注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。  

（１） 受注者が個人である場合には、その者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年

神奈川県条例第75号。以下、本条及び次条において、「条例」という。）第２条

第４号に定める暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）と認められたとき、

又は、法人等(法人又は団体をいう。)が、条例第２条第５号に定める暴力団経営

支配法人等と認められたとき。  

（２） 受注者が、条例第23条第１項に違反したと認められたとき。  

（３） 受注者が、条例第23条第２項に違反したと認められたとき。  

（４） 受注者及び役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等で

ある場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を

いい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し



業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を

有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所（常時業務の契約を締

結する事務所をいう。）の代表者をいう。）が、暴力団員等と密接な関係を有して

いると認められたとき。  

２ 前項の規定により、発注者が契約を解除した場合においては、受注者は、契約金額

の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければ

ならない。 

３ 前２項の規定は、受注者が次の各号に該当するときに準用する。 

（１）受注者がこの契約履行にあたり、反社会的勢力と関係を持ったとき 

（２）契約締結後に受注者が反社会的勢力であることが判明したとき及び反社会的勢

力が直接又は間接的に受注者を支配するに至ったとき 

  

（暴力団等からの不当介入の排除）  

第18条  受注者は、契約の履行に当たって、条例第２条第２号に規定する暴力団又は

暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄

の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。  

２ 受注者は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場

合は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。  

３ 受注者は､暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その

旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しな

ければならない。  

４ 受注者は、不当介入による被害により履行期限に遅れが生じるおそれがある場合

は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。  

 

（機密の保持等）  

第19条 発注者及び受注者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本

契約終了後においても同様とする。ただし、事前に相手側の承認があった場合

は、この限りではない。 

２ 受注者は、この契約の履行にあたり、反社会勢力と一切の関係を持ってはなら

ない。 

 

（第三者損害） 

 第20条 受注者は、業務遂行にあたり、第三者に損害を与えたときは、その損害を

賠償しなければならない。ただし、その損害のうち、発注者の責に帰すべき事由

により生じたものについては、発注者がそれを負担するものとする。 

 



（報告義務） 

 第21条 受注者は、本契約の履行上、又は完了に影響を及ぼす重要な事情の変更が

生じたときは、直ちに発注者に報告し、発注者と受注者とが協議するものとす

る。 

 

（業者調査への協力）  

第22条  発注者(又は法人の理事長)が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を

期するため必要があると認めた場合は、発注者(又は法人の理事長)は、受注者に

対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請するこ

とができる。  

２ 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じる

ものとし、この契約の終了後も、終了日の属する法人の事業年度から６事業年度

の間は、同様とする。  

 

（契約の費用）  

第23条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。 

  

（訴訟の提起）  

第24条 この契約に関する訴訟の提起は、発注者の所在地を所管する裁判所に行う

ものとする。  

 

（事情変更）  

第25条 契約期間中において、経済状況その他の変動があったときは、別途協議の

上、契約単価等の変更ができるものとする。 

  

（協議事項等）  

第26条 本契約条項について疑義が生じたとき又は本契約条項に定めのない事項に

ついては、地方独立行政法人神奈川県立病院機構の会計に関する規程及び別に定

める覚書に基づくほか、発注者受注者協議して決定するものとする。 

 

  



本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、発注者受注者両者記名押印の

上、各自その１通を所持する。 

 

 令和〇年〇月〇日 

 

               発注者  〇〇市〇〇０－０－０ 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構  

神奈川県立〇〇〇 

所長  □□□ □□□ 

 

受注者 △△△ 

 


